
第４号 基幹系端末更新に係るリース 仕様書 

 

 

１．名称 

第４号 基幹系端末更新に係るリース 

２．リース物件一覧 

別紙リース物件一覧のとおり 

３．設置場所 

近江八幡市役所１階（桜宮町２３６番地） 

４．リース期間 

令和 8 年 9 月１日から令和１3 年 8 月３1 日まで 

５．調達先 

トーテックアメニティ株式会社 滋賀事業所 

滋賀県草津市渋川１－２－１５ 

６．物品供給価格 

金 2,344,210 円（設計費を含む） 

（消費税および地方消費税含む。） 

７．契約方法 

６０カ月間一括契約 

８．支払方法 

毎月後払い（翌月払い） 

９．入札金額 

１ヵ月あたりのリース料（消費税および地方消費税を含まない）を入札書に記載

すること 

１０．リース期間満了後 

リース期間満了後、リース物件は現状のまま市が無償で譲り受けるものとする。 

１１．その他 

 ① リース物件については、予想される損害に十分対処できる動産総合保険を付

保すること。 

 ② リース業者から調達先への支払は、リース開始後３０日以内に口座振込等の

方法によるものとする。 

 ③ リース契約締結後、リース業者より調達先に対し市が仮発注済のリース物件

について本発注し、早期に納品するよう努めること。 

 ④ リース物件は、リース期間満了後、市が無償にて譲り受けることとなっており、

固定資産税の対象にならない。 

 ⑤ 本契約による本市との間での訴訟は、本市本庁舎所在地を管轄する裁判所

を合意管轄裁判所とする。 

 ⑥  本契約は地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約とする。 


